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１ 概要 

⑴ 業務名

草加市公式ホームページ維持管理システム借上げ

⑵ 業務目的

本業務は、草加市公式ホームページ（以下「市ホームページ」という。）の維持管理システ

  ム（以下「CMS」という。）借上げにより、草加市職員が容易に市ホームページの作成・更 

  新・管理等を行うことができること、また構築したホームページの適正な運用を行うことに 

  より、利用者の利便性を向上させるとともに、職員の業務効率化を図ることを目的とする。 

⑶ 履行場所

埼玉県草加市高砂１丁目１番１号 草加市役所市長室広報課

⑷ 履行内容

「草加市公式ホームページ維持管理システム借上げ仕様書」のとおり。

⑸ 履行期間等

契約締結の日から令和１４年１月３１日までとする。履行期間における業務内容は

  次のとおり。 

① システム構築業務

契約締結の日から令和９年１月３１日までとする。

なお、システム構築後のホームページ公開予定日は令和９年２月１日とするが、

詳細な日程は本市と受託事業者で協議の上、決定することとする。 

② 運用・保守業務

システム構築後のホームページ公開日から令和１４年１月３１日までとする。

⑹ 業務規模

本業務全体の見積上限額は、７３，４８０，０００円（消費税及び地方消費税を含

  む。）とする。 

※ 本業務については、地方自治法第２３４条の３に基づき、令和８年度～令和１４

年度までの長期継続契約とする。ただし、令和９年度以降の予算が成立しなかった場 

合には、本業務についての契約を行うことはできないため、十分に留意した上で応募 

すること。 

※ 上記は契約予定額を示すものではない。契約額及び各年度の支払額は本市と受託

事業者で協議の上、決定する。 

⑺ 借上料の支払い

構築費及び保守運用費を含む契約総額を６０か月均等分割し、システム納品翌月より

  毎月末払いとする。詳細な支払方法及び時期については、契約締結時に別途定める。 

⑻ スケジュール（ただし、変更が生じる可能性がある。）

No. 内容 日程 

１ 手続開始の公告 令和８年５月１１日（月） 

２ 
参加表明書及び参加資格に関する申立

書等の提出期限 

令和８年５月２５日（月）１７時

まで 
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３ 提案に係る全ての質問の受付 
令和８年５月２５日（月）１７時

まで 

４ 質問の回答日（期限） 令和８年６月２日（火） 

５ 企画提案書等の提出期限 
令和８年６月１２日（金）１７時

まで 

６ 一次審査（書類審査）及び結果通知 令和８年６月中旬 

７ 最終審査（プレゼンテーション審査） 令和８年７月初旬 

８ 受託候補者の決定及び結果通知 令和８年７月中旬 

９ 仕様確認・調整、金額の協議等 令和８年７月下旬 

10 契約締結 令和８年８月初旬 

11 システム構築期間
契約締結の日から 

令和９年１月３１日（日）まで 

２ 参加要件等 

⑴ 参加要件

このプロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、本要領の公告日にお

  いて、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 

① 過去５年以内に、国や県、地方自治体において、CMSの導入を前提とするホーム

ページの構築業務を５件以上履行し、現在も稼働中で運用保守業務を継続して契約

している実績があること。

② 国内に法人格があること。

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者

④ 草加市の指名停止等の措置を受けていないこと。

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされていない者。ただし、手続開始決定がされており、かつ、公告日

において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

⑥ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のISMS適合性評価制度の認定、又はプラ

イバシーマークの認定を受けていること（※認定書の写しを添付すること）。

⑵ 失格事項

以下の事項に該当した者は、評価等に関わらず失格とする。

① 本要領に定める参加資格を満たさなくなったとき

② 提出した書類等に虚偽の記載を行ったとき

③ 見積額が見積上限額を超えているとき

④ 期限までに所定の手続きをしなかったとき

⑤ その他、本プロポーザルへの参加に当たり信義に反する行為等があったとき
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３ 応募方法等 

⑴ 応募方法

本プロポーザルへの参加を希望する者は、以下の募集期間内に必要書類を直接持参

  または、郵送（簡易書留）で提出すること。なお、全ての提出書類を電子データで、 

  広報課へ併せて送付すること。 

⑵ 募集期間

令和８年５月１１日（月）から５月２５日（月）１７時まで

受付時間は平日９時から１７時までとし、郵送の場合は必着とする。

⑶ 受付場所

〒３４０－８５５０ 埼玉県草加市高砂１丁目１番地１号 草加市役所市長室広報課

⑷ 必要書類

① 以下の必要書類のうち、「必須書類」（No.１～３）は全ての者が提出すること。

なお、「その他」（No.４）については、必要に応じて提出すること。 

② 提出部数は各１部とする。

（必要書類一覧） 

区分 No. 書類名 様式 備考 

必 

須 

書 

類 

１ 参加表明書 様式１ 

２ 会社概要 様式２ 

３ 業務実績 様式３ 

そ 

の 

他 

４ 提案検討に係るデータ提供申請書 様式９ 

提案内容の検討に

当たり、任意で提

出すること。 

４ 質問及び回答 

  本プロポーザルに関して質問がある場合は、「質問書」（様式８）に質問内容を簡潔に 

記載し、受付期間内に電子メールで提出すること。 

受付期間内であれば、複数回の送付も可とするが、可能な限り１回にまとめること。 

⑴ 受付期間

令和８年５月１１日（月）から５月２５日（月）１７時まで

⑵ 提出先

草加市役所 広報課

メールアドレス：  kohoka★city.soka.saitama.jp（送信時は★を@に置き換え）

⑵ 質問の回答

随時、回答を市ホームページで公開するとともに、令和８年６月２日（火）までに、全

  ての質問及び回答を市ホームページ上で公開する。 
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⑷ その他

① 質問者の名称等については公表しない。

② 審査に関する質問については回答しない。

５ 企画提案書等提出書類 

⑴ 企画提案書

企画提案書は１者につき１点の提出とし、その構成等は以下のとおりとする。

① 体裁

Ａ４用紙、横向き、両面印刷、長辺綴じとし、文字サイズは原則１２ポイント

以上とする。ただし、図表等についてＡ３用紙を用いることも可とするが、その際 

はＡ４版に折り込むこと。 

② 表紙

「提案書」（様式４）を表紙とすること。

③ 目次

章、節、項について目次を作成し、参照先のページ番号を記述すること。

④ 本編

別紙「企画提案書記述項目一覧」に従い、以下の点に留意し作成すること。

ア 日本語で記述し、専門知識がなくても読めるよう、できる限り平易な用語を用

いること。専門用語や略語等を用いる場合には、説明書きを加えること。 

イ 要点を明確に分かりやすく記述し、できるだけ少ないページ数に収めること。

ページ数の上限は、表紙、目次等を含めて８０ページ以内とする。 

なお、Ａ３用紙は２ページ分として扱う。 

ウ 「仕様書」の内容はいずれも必須要件であるため、十分留意すること。

エ 本編の各ページには、ページ番号を記述すること。

⑤ 構成

項目番号の付け方は、以下のとおりとする（「企画提案書記述項目一覧」の項目

番号に対応）。なお、以下の項目番号で不足が生じる場合や資料構成上でやむを得ない 

場合は、応募者側で適宜設定して差し支えない。 

章 ・・・ １ 

節 ・・・ １．１

項 ・・・ １．１．１

以下・・・  ⑴ 等 

⑵ CMS等機能要件一覧

① 「記入欄」に各項目の対応方法を記述すること。

② 「必須項目」は業務遂行上不可欠な項目であるため、１項目でも満たしていない場

合は、失格とする。「推奨項目」については、必ずしも満たす必要はないが、審査の参 

考とする。なお、各機能について、説明が必要な場合やオプションやカスタマイズ 
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   等の代替案で実現する場合は、その内容を補足説明欄に具体的に記入すること。 

  ③ オプションやカスタマイズ等の代替案を実現するために追加費用がかかる場合は、 

   「費用見積書」（様式７）に全て記載すること。 

 ⑶ 工程表（様式５） 

 ⑷ 配置予定者調書（様式６） 

   過去５年以内の、国や県、地方自治体における、CMSの導入を前提とするホームペー 

  ジ維持管理システムの業務実績について、担当者ごとに作成すること。業務実績につ 

  いては、本業務との類似性、担当区分・業務内容との関連性が分かるように記載する 

  こと。記載した業務については、それを証する契約書等の写しを添付すること。 

 ⑸ 費用見積書 

  ① 構築及び保守等にかかる全ての費用を、「費用見積書」（様式７）及び「費用見 

   積明細書」（別紙）に記載すること。 

    「費用見積明細書」（別紙）は任意様式とする。 

    なお、構築費用と保守費用はそれぞれの金額を分けて記載すること。 

  ② 企画提案書において、仕様書外の提案を行う場合、及び「CMS等機能要件一覧」に 

   おいて、オプションやカスタマイズで対応すると回答した場合、それらにかかる追 

   加費用も全て見積額に含めて記載すること。 

  ③ 契約に当たってリースが必要な応募者は、リース料も含めて記載すること。 

 ⑹ 提出書類・提出部数 

  ① 企画提案書（提案書（様式４）を表紙とする） 

    正本１部、副本１部 

  ② 企画提案書記述項目一覧及びCMS等機能要件一覧 

    正本１部、副本１部 

  ③ 工程表（様式５）正本１部 

  ④ 配置予定者調書（様式６）正本１部 

  ⑤ 費用見積書（様式７）正本１部 

  ⑥ 費用見積明細書（別紙）正本１部（※） 

   ※⑥費用見積明細書については任意様式とし、応募者独自の様式で提出してもよいも  

    のとする。  

 ⑸ 提出方法 

   直接持参または、郵送（簡易書留）で提出すること。 

   なお、全ての提出書類を電子データで、広報課へ併せて送付すること。 

 ⑹ 提出期限 

   令和８年６月１２日（金）１７時まで 

   受付時間は平日９時から１７時までとし、郵送の場合は必着とする。 

 ⑺ 提出先 

   〒３４０－８５５０  埼玉県草加市高砂１丁目１番地１ 草加市役所市長室広報課 

 

６ 審査方法 

 ⑴ 選定委員会の設置 
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   本プロポーザル業務に当たり、公平性、透明性、客観性等を確保するため、「草加市 

  公式ホームページ維持管理システム借上げに係る基本方針」（令和８年４月８日市長 

  決裁）に基づき、「草加市公式ホームページ維持管理システム借上げ業者選定委員会」（以 

  下「選定委員会」という。）を設置する。選定委員会の委員構成は次のとおりとする。 

   委員長：市長室副室長 

   副委員長：広報課長 

   委員：総合政策課長、財政課長、文化観光課長 

 ⑵ 審査主体 

   このプロポーザル業務に関する審査は、選定委員会により行うこととする。 

 ⑶ 事務局 

   選定委員会の庶務を執り行う事務局は、広報課とする。 

 ⑷ 一次審査 

   参加資格の有無や審査書類及び費用見積書について審査する。 

   なお、審査方法の詳細は、別紙「草加市公式ホームページ維持管理システム借上げ 

  公募型プロポーザル審査基準」（以下「審査基準」という。）のとおり。 

 ⑸ 一次審査結果の通知 

   審査結果は令和８年６月中旬頃に「参加表明書」（様式１）に記載された電子メール 

  宛てに通知する。 

   なお、この審査結果についての異議等は認めない。 

 ⑹ 最終審査 

   以下①～④の合計得点を算出した上で、選定委員会で審議を行い、受託候補者を選 

  出する。 

  ① プレゼンテーション審査（操作デモンストレーションを含む） 

  ② 企画提案書審査（一次審査で算出した「企画提案書」の採点結果に２分の１を乗 

   じた得点を用いる。） 

  ③ 機能要件審査（一次審査で算出した「CMS等機能要件一覧」の採点結果に２分の 

   １を乗じた得点を用いる。） 

  ④ 価格点 

  なお、審査方法の詳細は、別紙「審査基準」のとおり。 

 ⑺ 受託候補者の決定及び結果通知 

   最終審査の結果を踏まえて、受託候補者を決定し、令和８年７月中旬頃に郵送で通 

  知する。 

 ⑻ その他 

   選定委員会の審議内容、一次審査での各応募者の得点、プレゼンテーション審査の 

  得点等、一連の審査内容については全て非公開とする。 

   また、審査結果に対する異議申し立てはできないものとする。 

 

７ 受託候補者の選定 

  選定委員会により、提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、評価点数が最高 

 得点となった者を受託候補者として選定する。ただし、最高得点となった者が複数ある 
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 場合は、選定委員会で協議の上、選定する。 

  なお、最高得点となった者が選定委員会により基準に満たないと判断された場合は、受 

 託候補者を選定せず、選定方法を見直した上で、再公募する。 

  選定委員会による選定結果は、プレゼンテーション参加事業者全てに書面で通知すると 

 ともに、市のホームページで公開する。 

  なお、プレゼンテーションに応募した時点でホームページの公開にも了承したものとす 

 る。 

 

８ 契約の締結 

  上記７で選定された者と契約締結の交渉を行う。契約が成立しない場合は、選定委員会

による評価点数が高い者から順に、契約締結の交渉を行う。 

  なお、本提案が採用されたことをもって、提案した全ての内容（金額・仕様・数量等） 

 について契約を保証するものではない。契約内容（金額・仕様・数量等）については市と 

 協議の上、決定するものとする。 

 

９ 提案書等の無効 

  次のいずれかに該当する場合は、提出された提案書等を無効とする。 

  ⑴ 提出書類が期限内に提出されなかった場合 

  ⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ⑶ その他、本募集要領において示した条件等を満たしていない場合 

 

10 その他 

 ⑴ 提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等の本プロポーザルに要する費用は、全 

  て応募者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類等について、受託候補者選定までの間は、記載内容の追加及び変更 

  は、原則として認めない。 

 ⑶ 提出された書類等は、一切返却しない。 

 ⑷ 提出された書類等は、本プロポーザルで必要な場合は、複製することがある。ただ 

  し、応募者に無断で本プロポーザル以外に使用することはない。 

 ⑸ 提出された書類等については、草加市情報公開条例（平成１２年条例第３０号）の規 

  定に基づく開示請求があった場合には、対象文書として原則開示する場合がある。 

 ⑹ 配置予定者調書に記載した担当者は、原則として変更できない。ただし、やむを得な 

  い理由により変更を行う場合には、事前に市の了解を得るものとし、変更前と同等以上 

  の能力を有する者とすること。 

 ⑺ 正当な理由がなくプレゼンテーションを欠席した場合は、失格とする。 

 ⑻ 本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は、市と協議の上定める。 

 ⑼ 「参加表明書」（様式１）の提出後、参加を辞退する場合は、「参加辞退届」（様式10） 

  に必要事項を記入の上、速やかに提出すること。 

 

９ 問合せ先（事務局） 
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  〒３４０－８５５０ 

  草加市高砂１丁目１番地１ 草加市役所市長室広報課 

  電話 ０４８（９２２）０５４９ 

  ファックス ０４８（９２２）３０４１ 

  メールアドレス kohoka★city.soka.saitama.jp（送信時は★を@に置き換え） 


